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広
島
県
が
ん
対
策
推
進
条
例
施
行
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
広
島
県
が
ん
対
策
推
進
条
例
（
平
成
二
十
七
年
広
島
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
条
例
第
二
条
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
公
道
） 

第
二
条 

条
例
第
二
条
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
公
道
は
、
条
例
別
表
四
の
項
に
掲
げ
る
施
設
の
敷
地
か
ら

七
メ
ー
ト
ル
以
内
の
公
道
と
す
る
。 

（
条
例
第
二
条
第
八
号
の
規
則
で
定
め
る
措
置
） 

第
三
条 

条
例
第
二
条
第
八
号
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
措
置
又
は

こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
と
す
る
。 

一 

喫
煙
区
域
と
禁
煙
区
域
と
の
境
界
に
、
た
ば
こ
の
煙
を
通
過
さ
せ
な
い
構
造
を
有
す
る
壁
、
仕
切
り

等
を
設
け
る
こ
と
。 

二 

前
号
の
壁
、
仕
切
り
等
に
常
時
開
放
さ
れ
た
開
口
部
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
開
口
部
に
お
い
て
禁
煙

区
域
か
ら
喫
煙
区
域
の
方
向
に
〇
・
二
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
上
の
気
流
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
。 

三 

常
に
た
ば
こ
の
煙
を
喫
煙
区
域
か
ら
直
接
屋
外
に
排
出
す
る
こ
と
。 

（
空
間
を
喫
煙
区
域
と
禁
煙
区
域
と
に
分
割
す
る
方
法
） 

第
四
条 

条
例
第
二
条
第
九
号
の
空
間
を
喫
煙
区
域
と
禁
煙
区
域
と
に
分
割
す
る
方
法
は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
に
も
適
合
す
る
方
法
と
す
る
。 

一 

当
該
空
間
の
う
ち
出
入
口
、
廊
下
、
階
段
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
便
所
そ
の
他
利
用
者
一
般
の
利
用
が

想
定
さ
れ
る
区
域
に
つ
い
て
、
そ
の
全
部
を
禁
煙
区
域
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

喫
煙
区
域
か
ら
禁
煙
区
域
へ
の
煙
の
流
入
の
防
止
に
配
慮
し
た
措
置
を
講
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
第
三
種
施
設
に
お
け
る
表
示
） 

第
五
条 

条
例
第
二
十
四
条
第
三
号
の
第
三
種
施
設
に
お
け
る
表
示
は
、
当
該
施
設
の
入
口
に
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

禁
煙
と
し
た
施
設 

当
該
施
設
の
不
特
定
又
は
多
数
の
者
が
出
入
り
す
る
室
内
及
び
こ
れ
に
準
じ
る

空
間
（
専
ら
特
定
の
者
が
出
入
り
す
る
事
務
室
等
を
除
く
。
以
下
「
不
特
定
又
は
多
数
の
者
が
出
入
り

す
る
室
内
等
」
と
い
う
。
）
の
全
部
に
つ
い
て
、
禁
煙
区
域
と
し
て
い
る
旨
の
表
示
を
す
る
こ
と
。 

二 

喫
煙
所
に
よ
る
分
煙
と
し
た
施
設 

不
特
定
又
は
多
数
の
者
が
出
入
り
す
る
室
内
等
に
つ
い
て
、
喫

煙
所
に
よ
る
分
煙
と
し
て
い
る
旨
の
表
示
を
す
る
こ
と
。 

三 

そ
の
他
の
分
煙
と
し
た
施
設 

不
特
定
又
は
多
数
の
者
が
出
入
り
す
る
室
内
等
に
つ
い
て
、
喫
煙
区

域
と
禁
煙
区
域
と
に
分
割
し
て
い
る
旨
若
し
く
は
喫
煙
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
以
外
の
時
間
は
喫
煙

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
間
と
し
て
い
る
旨
又
は
そ
の
両
方
の
措
置
を
と
っ
て
い
る
旨
の
表
示
を
す
る



こ
と
。 

四 
前
三
号
に
掲
げ
る
施
設
以
外
の
施
設 

喫
煙
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
表
示
を
す
る
こ
と
。 

 

（
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
基
準
） 

第
六
条 

条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合

す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

子
供
の
通
行
又
は
利
用
が
少
な
い
場
所
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

つ
い
立
て
や
植
木
等
で
囲
う
な
ど
、
子
供
の
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   


